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第69期集合修習A斑カリキュラムの概要

修法 所研司
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は しが き

平成27年度（第69期）司法修習生のうち,A班（実務修習地が東京，立川，横浜， さ

いたま，千葉，大阪，京都，神戸，奈良，大津，和歌山である者）を対象とする集合修習
のカリキュラムは， 14クラス編成で平成28年8月16日に開始され， 同年9月28日

に終了した（その後，各実務修習地等において選択型実務修習が実施された。 ） 。

第69期A班の集合修習のカリキュラムの概要は，この資料及び別添「平成27年度（第
69期）司法修習生A班集合修習日程予定表」のとおりである。

集合修習のカリキュラム策定に当たっては，法科大学院において修得した学識及び実務
の基礎的素養等並びに分野別実務修習の成果を踏まえて「幅広い法曹の活動に共通して必

要とされる法的問題の解決のための基本的かつ汎用的な技法と思考方法」 （司法修習生指

導要綱（甲）第1章第1）を修得させる観点から，実務修習を補完し，司法修習生全員に，

実務の標準的な知識，技法の教育を受ける機会を与えるとともに，体系的で汎用性のある

実務知識や技法を修得させることを旨としている （要綱（甲）第3章第1） 。

このような趣旨を踏まえ，第69期A班においても，修習記録を用いて司法修習生に文

書を起案させ，討論，講評を行うことを指導の中心としつつ（同第4の1） ，従来の司法

修習で要求していたような法律書面の全体を形式面も含めて起案させることにはこだわら

ず， より実質的に，書面の内容の根底をなす思考過程を明らかにさせることを重視する方
法で出題がされているほか， ロールプレイングも含めた民事・刑事の様々な講義，演習，

問題研究や法曹倫理， 国際人権等に関する演習，講演なども実施された。

司法修習生指導担当者各位におかれては，本資料を今後の実務修習の参考としていただ

きたい。
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第1 民事関係科目

I 民事裁判

1 講義

集合修習の冒頭に，集合修習に向けてのガイダンスをし，集合修習における民事裁

判科目及び民事共通科目の修習内容を説明してその意義を理解させ，今後の学修方法

に関する指導を行うことで集合修習への動機付けを行った。
F了F

一

2起案

（1） 総説
I

］

(2) 起案1

ア事案の概要
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イ起案事項等

(3) 起案2
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ア事案の概要

イ起案事項等
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3 演習（争点整理）

（1） 総説

(2) 事案の概要

5



(3) 演習内容等

I

|このように，本カリキュラムは，
実務家としての基礎的かつ実践的な思考力，状況に応じた問題解決能力のかん養を

目的とするものであり，法曹としての実際の活動との架橋を意識したものである。
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Ⅱ民事弁護

1 講義（和解条項）

（1） 実施の概要

(2) 講義の目的

１
１

2 問題研究1， 2

（1） 実施内容

－
１

(2) 事案の概要
戸－

ﾕ

(3) 研究事項等

一
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3 起案

（1） 起案1

事案の概要ア

イ起案事項等
－一＝ －－－－

－

1

一

(2) 起案2

ア事案の概要
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イ起案事項等

演習（法律相談）

実施の概要

4

(1)

(2) 演習の目的

法律相談は，受任に先立つ行為として，受任の可否，事案解決の見込み，処理

方針などを判断し，かつ，依頼者に対して，事案処理方針の説明，報酬等の説明

をした上で，弁護士委任契約の締結などを行う重要なステージである。また，依

頼者から適切に事案の本質を聴き出し，かつ，依頼者との信頼関係を醸成する重

要な場でもある。
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(3) 事案の概要

アケース1

’

イケース2
－

(4) 実施内容

’ ’

10



Ⅲ民事共通

1 民事共通演習1から4まで

(1) 総説

ア趣旨

1－－

イ事案の概要

■■

(2) 民事共通演習1 （口頭弁論）

ア課題及び実演等

イ講評
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(3) 民事共通演習2 （弁論準備手続期日）

ア課題及び実演等

口

イ講評等

’
(4) 民事共通演習3 （交互尋問）

ア趣旨

一

イ事前準備等

Ｉ
ウ交互尋問等

－

エ講評等

■

iｱ） 外部講師（裁判所職員総合研修所教官）による講評

(ｲ） 教官による講評

(ｳ） 事実認定討論
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(5) 民事共通演習4 （判決）

ア判決

イ講評

2民事共通問題研究（和解）
■■l■■■■
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第2 刑事関係科目

I 刑事裁判

1 起案

（1） 総説

I

L

なお，いずれの設問についても，書式，形式等を要求するものではないし，単な

る知識を問うものでもなく，新司法修習における指導理念に対応した，法曹として

の活動に共通して必要となる汎用性のある基礎的な能力を修得させることに重点を

置いて出題している。

(2) 起案1

ア事案の概要

－
一－■ー－

イ起案事項

ー

14



’
ウ講評

I

(3) 起案2

ア事案の概要

’
イ起案事項

’

‐
１
，
１
－

ウ講評

’

Ｉ
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町

’

2 問題研究

（1） 指導目標
－－

｜
｜

’

(2) 実施内容

１
１

(3) 69期における変更点

16



17



Ⅱ検 察

1 起案

(1) 検察起案の概要

L ,司法修習‘匡洲｡指導淵藤対応Ⅸゞ曹…Ⅲ
用性のある基礎的な能力を修得させることに重点を置いた出題であり，刑事手続に

司法修習における指導理念に対応し，法曹としての

関する問題についても，単に法的知識を問うだけではなく，修習記録中に現れた具

体的な事実関係を正確に把握しなければ正解に達し得ない問題を出題するように配

慮した。

起案1

ア事案の概要

(2)

吾

イ起案事項等

ウ講評

■l■■■■
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(3) 起案2

ア事案の概要

’
－ －－

イ起案事項等

J

1

『

ウ講評

2 問題研究（被害者保護）

指導目標及び実施内容等

■
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Ⅲ刑事弁護

起案

(1) 総説

刑事弁護教官室は，修習生に対して，具体的な刑事事件に基づきケース・セオリ

ー（弁護人の求める結論が正しいことを導く論拠）を確立する弁護活動の基本を指

導し，弁護人が行うべき最善の努力を尽くした活動とは何かを考えさせることによ

り，弁護人としての基本的な能力・技術， さらには，法曹の活動に共通して必要と

される基本的かつ汎用的な能力を修得させるとともに，法曹資格取得後の自己研鎖

への意識付けをさせることを指導方針としている。

1

’

(2) 起案1

ア事案の概要
’

イ起案事項
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ウ講評

」

起案2

ア事案の概要

(3)

イ起案事項

１
１
１

■■■

一

ウ 講評
昌一

‐

ｌ

’

問題研究（量刑弁護活動）2
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(1) 指導目標

(2) 実施内容

’
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Ⅳ刑事共彌

1 刑事共通演習

（1） 指導目標
－

－－

これらの演習を通じ，的確な争点整理を行う上での必要な視点を提供し， これに

より，法曹としての活動に共通して必要とされる汎用性のある基礎的な能力を修得

させるよう努めた。

(2) 実施内容
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2 刑事共通問題研究

（1） 指導目標

(2) 実施内容

■
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第3 その他の共通科目等

I 全科目共通

特別講義「国際人権法の理論と実践」

講師 弁護士（第一東京弁護士会） 上柳敏郎氏

国際人権については，第54期まで，刑事弁護科目の講義の中で，主に自由権規約

(B規約）のうち刑事手続関係規定を取り上げていたが， 国際人権の重要性に鑑み，

第55期以降は，全科目共通特別講義という形式に改めて国際人権全般にわたって講

演を行ってきた。

第69期においても，同様の趣旨に基づき，講師が，国際人権が全科目共通講義と

なっている理由や，国際人権法の国内的・国際的実施等について，国際NGOの活動

に関するロールプレイ及び講演を行った。

Ⅱ弁護共通

演習「弁護士倫理」

■■
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１
■
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１
１
１
１
Ⅱ
ｌ
Ⅱ
１
１

月
／
日

月
／
日

3眼目
(14:45～16:35）

1限目
(9:50～11:40）

2限目
(12:40～14:30）

1限目
(9:50～11:40）

2眼目
(12:40～14:30）

3限目
(14:45～16:35）

曜 【鵬

刑裁起案211鷹群刑弁起案2講評民薮起案1鱗評 26 月月29

検察起案2講評刑義起案2鱒評刑弁起案1識評全共特別講義 27 火30 火

平成27年度（第69期）司法修習生
＝

｜

I

民共演習4
(判決・韻艀）

民弁起案2誤解刑共演習(鉦拠1冊示等） 28 水民共演習1 （口頭弁論期日）31 水
| "､ ’

９
／
１A班集合修習日程予定表 刑共演習（争点整理等）木

金 刑共演習（尋問）2

(注） 本表は予定であって，確定日程ではない。
確定日程は．毎週最終登庁日に配布する。

民戴起案2（即日）5 月

選択型実務修習
刑共問題研究
(情状・量刑）

刑戯起案1漂評6 火

民共演習2（弁諦準備手続期日）水 刑弁問題研究7

検察起案1講評民共問題研究（和解）木8

Ⅱ
ｊ
Ｊ
肥

考試今
垂刑弁起案2（即日）金９

月
／
日

検察問題研究
(被害者保護）

3眼目
(14:45～16;35）

1限目
(9:50～11:40）

2眼目
(12:40～14:30）

考賦民弁起案1鰭評 月21月暇 12

8

／
16

考賦

勤労感謝の日

考賦

考賦

火刑裁起案2（即日） 22民義禰轆 艮弁購栽（和解粂項） 13 火火

L p q

民弁起案2（即日） 23 水水民弁問題研究1 1417 水

一

検察起案2（即日） 木2415 木木 刑弁起案1 （即日）18

民裁演習(争点整理）
１
１

｜

’
民共漉習3準備 25 金金民識起案1 （即日） 16金19

敬老の日

民裁演習（争点整理〉

刑難起案↑ （即日） 19 月22 月

弁共演習
(弁籏士鈎理）
弁共演習
(弁籏士鈎理）民弁演習(法律相談） 火刑難問題研究 2023 火 I

’

民共・ ・ ・民事共通

刑共・ ・ ・刑事共通

全共・ ・ ・全科共通

弁共・ ・ ・弁謹共通

（即日） ・ ・ ・即日起案

15司研企二印）

民事鯉判

刑率狼判

民祁弁亜

刑車弁腰

民譲

刑譲

民弁

刑弁

民裁起案2旗解検察起案1 （即日） 21 水24 水

’ 秋分の日民共演習1準備 民弁間皿研究2 22 木25 木

民共演習3（交互尋問）23 金金 民弁起案1 （即日）26
(28 3
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